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令和２年度 第１回 社会教育委員会議 議事録 

 

開催日時  令和２年７月１４日(火)午前１０時から午前１１時２５分 

開催場所  不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館） 

出席者 
 

 
 
 
 
 
 

 山陽小野田市社会教育委員１３名 
  吉本 光良委員、 半矢 幸子委員、 城戸 邦之委員、 矢野 憲文委員 
  能勢 俊勝委員、 平中 政明委員、 冨永恵美子委員、 大本 章男委員 

香川 真澄委員、 江中 幸夫委員、 楳﨑八由美委員、 野村  誠委員 
阿座上 修司委員   

 事務局１１名 
  長谷川教育長、岡原教育部長、舩林社会教育課長、池田課長補佐、 

山本図書館長、若山歴史民俗資料館長  
日浦主査、安藤係長、柿並係長、來嶋係長、縄田主事 

欠席者 １名 

  

「山陽小野田市執行機関の附属機関」に属すため、「会議の公開に関する要綱」より、議事録をホー

ムページで公表すること、また委員会規則より、１４名中１３名の委員の出席（過半数）で本会議が

成立することを伝える。会議中は新型コロナウイルス感染症対策のため、発言者が変わるごとにマイ

クを除菌させていただくことをご了承ください。また、同じく感染予防の観点から本会議を短時間で

終えるためのご協力をよろしくお願いいたします。 

・教育長挨拶 

・委員・事務局 紹介 

・委員長・副委員長 挨拶 

以下、委員長により議事を進行する。 

委員長 

 

 それでは、議事に移ります。議題１「社会教育委員会議について」の説明をお願いしま

す。 

課長 

 

 

 

 

社会教育委員会議に関わる説明をさせていただきます。 

資料１の３ページをお開きください。教育基本法の抜粋となります。 

まず、第１条の「教育の目的」については、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民

主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期

して行われなければならない」とされています。その中で、社会教育につきましては、４

ページの第１２条 「個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、

国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。」と定めてあります。 

次に５ページをご覧ください。 

社会教育法の抜粋となります。 

社会教育の定義につきましては、第２条で「社会教育とは、学校教育法又は…の教育活

動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動をいう。」と定め

ております。すなわち、学校教育以外のすべての教育が社会教育といえます。具体的な事

務につきましては、第５条で掲げられておりますが、昨今では、次の６ページの下あたり、

第２項と、７ページの中段あたり、第９条の７にあります「地域と学校の連携・協働活動

の普及」が強く求められております。本年度はこの地域学校協働活動がさらに活発なもの

となるよう、社会教育委員の皆様のお知恵をお借りしたいと考えているところです。 

 ８ページをお開きください。 

第１５条では、市町村に社会教育委員を置くことができるとされ、第１７条ではその職

務が掲げてあります。また、第１８条では委嘱等について地方公共団体の条例で定めるこ
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ととされておりますことから、山陽小野田市社会教育委員条例を定めているところです。 

 ページを戻っていただき、資料１の１ページをお開きください。 

 本市では山陽小野田市社会教育委員条例、また２ページの社会教育委員会議規則を定め、

社会教育委員会議を実施しているということになります。 

 続いて資料２をお開きください。 

平成３０年度、令和元年度の社会教育委員会議の状況ですが、３回ずつ当会議を開催し

ております。昨年度１回目は、令和元年度の社会教育事業について、２回目は、本市の文

化財に関する視察と協議を行っています。３回目は、その視察の結果に基づき、今後の対

応についてご意見をいただき、また令和２年度の社会教育の指針についてもご意見を賜り

ました。 

 今年度におきましても、本市社会教育の振興のために忌憚のないご意見、ご助言を賜り

ますようお願いいたします。 

 以上で社会教育委員会議の説明を終わります。 

委員長 

 

議題（１）の「社会教育委員会議について」、会議の目的等の説明がありましたが、ご

質問、ご意見等ありませんか。 

委員長 それでは、議題（２）「令和 2 年度の社会教育関連事業について」の（ア）令和 2 年度

社会教育推進の指針の説明をお願いします。   

課 長 

 

 

 

 令和２年度社会教育推進の指針について、ご説明をさせていただきます。 

 資料３をお開きください。 

 令和２年度の「社会教育推進の指針」につきましては、昨年度第３回目の会議でご協議

をいただき、貴重なご意見ご助言をいただきまして、内容の充実を図ることができました。 

 本日は新しい委員さんもいらっしゃいますが、時間の関係もございますので、ポイント

のみ、簡単にご説明させていただきます。 

１ページをお開きください。 

こちらでは、基本方針を大きく２つ掲げております。「学びを通じて『ひとづくり』を

進める」、「学びを通じて『地域づくり』を進める」です。その活動領域として、下の６

つの領域を示しています。 

次に２ページをご覧ください。 

基本方針の「ひとづくり」については、地域の課題に気づき地域づくりに活かしていく

人材を育てる必要があり、そのために「学びのネットワークに参加したくなる環境づくり

に努める。」としています。 

「地域づくり」については、多岐にわたる地域課題を地域の力で解決していくため、あ

らゆる世代の市民が主体的に学習に取り組む必要があり、そのために、社会教育施設での

学習機会の提供と充実を図り、地域課題に応じた社会教育の推進に努める。としています。 

これら２つの基本方針を総合的に進めるため、次のページで、山陽小野田市独自の「地

域力・学校力・家庭力向上プロジェクト」を実践していくことを掲げております。このプ

ロジェクトは、公民館を拠点とし、地域・学校・家庭の連携を強化し、教育の充実と地域

づくりを進めるもので、地域学校協働活動や花いっぱい運動をはじめとしたあらゆる連携

活動を総称したものという位置づけになります。 

それでは４ページをお開きください。 

ここからは、分野別努力事項としまして、それぞれの方向性を定めております。 
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まず、公民館の（１）につきましては、先ほどご説明いたしました「地域力・学校力・

家庭力向上プロジェクト」の推進の拠点施設として位置づけております。学習者に学びの

成果を還元することを意識していただき、職員はそれをコーディネートできるように研修

会等に積極的に参加し、職員の資質向上にも努めることとしております。 

（２）では、公民館の学習では、地域の方が学びたいという学習を選びがちですが、地

域には多くの地域課題があり、その解決にむけた取り組みが必要であることから、「必要

課題」を意識した学習機会の充実を図ることとしております。 

（３）では、地域づくりの拠点として機能する公民館運営に努めるとし、地域住民が集

い、つながる拠点としての公民館運営を行うように努めます。 

 次に図書館活動につきましては、魅力ある読書空間づくりのために、様々な事業を展

開し、利用者満足度のアップに努めます。子どもの読書活動につきましては、平成３０年

９月に策定された第３次山陽小野田市子ども読書活動推進計画に沿って事業を推進してい

るところですが、今年度は計画の中間地点にあたるため、見直しを図ることにしています。 

また、中央図書館は、本年９月に開館２５周年を迎えることから、現在、市民からアイデ

アを募集しており、そのアイデアを参考に記念行事を行うことにしています。 

５ページをお開きください。 

文化財保存・活用では、市民の郷土愛の醸成を図る為、郷土史や文化財の展示を行うと

ともに、「活用」に重点を置いた取り組みを進めます。ふるさと文化遺産については、本

日お手元に資料をお配りしておりますが、今年度、新たにふるさと文化遺産「山陽道」を

登録いたしました。この活用として、公民館での歴史講座や市内の若手教員への研修を計

画しています。 

また歴史民俗資料館では郷土史や文化財に関心を深めていただくための企画展や、学校

や地域と連携した活用事業への展開を図ります。 

続いて人権教育・平和教育です。 

人権教育につきましては、市民一人ひとりの人権が尊重される心豊かな地域社会の実現

を目指し、人権に関する諸施策を総合的に推進する。としています。近年、人権尊重の機

運がますます高まる中で、人権教育の充実を図り、人権意識の高揚を図ってまいります。

今年度は大変残念ではありますが、市の人権講座とヒューマンフェスタ山陽小野田の開催

は見送りとなっておりますが、出前講座や啓発活動は従来通り開催し、人権教育をすすめ

てまいります。 

平和教育につきましては、従来から市内中学校２校ずつ「平和のつどい」を開催してお

りますが、今年度は従来の講演会という形式での開催が困難であり、代替えとして視聴覚

教材を用いた平和教育を検討しております。 

次に青少年健全育成活動につきましては、青少年育成センターを中心に、地域ぐるみで

青少年を支える活動に努めてまいります。現在はコロナの影響で補導活動ができない状態

にありますが、８月中にはスタートさせる予定となっております。 

最後に家庭教育です。地域のつながりが希薄化する中で、孤立し、子育てに悩みや不安

をもつ保護者が増加している傾向にあります。これらの課題解決に向けて、昨年度から新

たな項目として追加しました。今後、家庭教育支援チームとの連携強化を図り、保護者の

悩みや不安解消の場づくりに努めてまいります。 

以上でございます。 
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委員長 

 

議題（２）「令和 2 年度の社会教育関連事業について」の（ア）令和 2 年度社会教育推

進の指針についての説明がありましたが、どなたかご質問やご意見がありましたらお願い

します。 

 委員長  続きまして、議題（２）「令和 2 年度の社会教育関連事業について」の（イ）令和 2 年

度社会教育予算関係、資料４社会教育予算の概要の説明をお願いします。 

課 長 

 

 

令和２年度社会教育予算関係、社会教育予算の概要について説明をさせていただきます。 

次のページになります資料４をお開きください。 

社会教育予算の概要です。その次のページの資料５はその内の主要事業の概要となりま

す。 

資料４について説明をさせていただきます。 

まず社会教育総務費の経常的経費は、9 万 1,000 円の増額となっています。これは、印

刷製本費や保険料を実績に基づき若干の減額をしましたが、２月に答申された「山陽小野

田市特別職報酬等審議会」の答申に基づき、社会教育委員、人権教育推進協議会委員など

の報酬を 2,000 円から 4,000 円に増額補正しており、差し引きで 9 万 1,000 円の増額とな

っております。 

臨時的経費は、市指定文化財「旦の登り窯」の隣接用地の管理費として 20万円計上して

おりますが、県指定文化財「竜王山のハマセンダン」の周辺樹木伐採については、新型コ

ロナウイルス対策に関係した事業見直しにより、本年度は事業実施を見送ることとなって

おります。 

続いて、公民館費の経常的経費は、156 万 7,000 円の減額となっておりますが、これは

秋口からオープン予定の埴生地区複合施設・埴生公民館の経常予算のうち、９月分までを

経常的経費として計上し、10 月以降の半年分・約 390 万円を臨時的経費として計上したた

め、見かけ上は経常的経費の減額が大きくなっております。 

臨時的経費は、主に須恵公民館と津布田会館の空調機更新、埴生公民館の空調機の他館

への移設費、公民館の老朽化した印刷機の購入経費などです。 

続いて、図書館費の経常的経費は、1 万 9,000 円減額となっています。これは、経費の

見直しによる削減と、先ほど説明しました委員報酬単価の改正により、図書館協議会委員

などの委員報酬の増額によるものです。 

臨時的経費は、屋外高圧受電設備の修繕、図書資料購入事業などで 696 万 9,000 円を計

上しています。また、これとは別に、オートレースの地域公益事業により、中央図書館の

屋根防水改修工事を計画しています。 

続いて、歴史民俗資料館の経常経費は、昨年より 8 万 7 千円増額となっています。臨時

的経費は、当初 660 万 2 千円計上していましたが、新型コロナウイルスによる事業見直し

で企画展 3 事業が中止となっております。（111 万 3,000 円減額補正）また、今年度、歴

史民俗資料館２階の展示室の空調設備を更新する予定としております。 

続いて、ききら交流館の経常経費は、55 万 3,000円の増額となっています。増額の主な

理由は、指定管理者委託料の消費税が増税したことによるものと、改正フロン法に基づく

エアコン定期点検委託料（25 万 9,000円）を計上しております。臨時的経費は、主に露天

風呂のオゾン発生装置修繕や更衣室のエアコン購入により 497万 1,000円増額しています。 

続いて、青年の家の経常経費は、昨年度より 13 万 9,000円の増額となっています。主な
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理由は、昨年から新しくしたトラックのリース料を経常的経費に計上し、光熱費等の経費

を実績に基づき減額したことで、それらを相殺（そうさい）して 13 万 9,000円の増額とな

っています。 

続いて、青少年健全育成費の経常経費ですが、34万円の増額となっています。増額の主

な理由は、補導員の保険料や青少年育成活動運営費補助金などの増額によるものです。 

最後に、埴生地区複合施設整備事業費は、今年度は外構工事、古い公民館の解体工事な

どにより 1 億 4,698 万 1,000円を計上しています。 

以上で社会教育予算概要の説明を終わります。 

課員 続きまして、「資料６」の社会教育関係団体補助金について説明をいたします。 

 令和元年度の実績は、スポーツ少年団、ガールスカウト、連合女性会及び校区女性会、

婦人会と青年団体連絡協議会に総額１２６万２，２００円の補助金の交付をいたしました。 

 令和２年の予算につきましては、令和元年度の予算と同額で、スポーツ少年団が１９万

円、ボーイスカウト・ガールスカウトが各８万円、市の連合女性会及び校区の女性会、婦

人会に合わせて１１３万３千円、青年団体連絡協議会に６万４千円、合計１５４万７千円

を計上しております。以上です。 

委員長 議題（２）のイ「令和 2 年度社会教育予算関係」の（資料４）～（資料６）までの説明

がありましたが、どなたか御質問や御意見がありましたらお願いします。 

委員 どこに聞けばいいのかわからないのですが、資料４にありました、青年の家の将来の展

望について聞かせていただけますか。 

課長 青年の家につきましては、庁内のプロジェクト会議で答申が出ています。将来的には研

修棟、管理棟、プラネタリウム棟を解体いたしまして、その敷地全体を活用した都市公園

に整備するという方針が出ています。グラウンドと体育館につきましては都市公園の中の

スポーツ施設として活用するという方向性が出ています。実際に解体に着手するのは数年

先になると思われます。 

委員 青年の家の管理棟の２階には文化財が相当数あると聞いています。文化財の保存につい

ての話がありましたが、もう少しスペースを広げて保存し、市民の皆様に見ていただける

といいなと感じています。そこには古式行事の道具も入っていると思います。少し見たと

きに無造作に置かれている様子がうかがえたのですが、青年の家が解体される前に、これ

らの文化財の居場所を早く確保していただきたい。 

委員 青年の家に置かれている文化財ですが、その文化財をみんなで一度見てみるのもいいの

ではないでしょうか。 

課長 委員の皆様のおっしゃる通り、管理棟 2 階には貴重な文化財、歴史民俗資料等が保存さ

れています。これに関しましては、青年の家が解体される前に保管場所を確保することを

考えています。文化財に関しましては、文化財審議会に諮り、適切に管理していきたいと

考えています。 

委員 具体的にどういったものが保存されているか、ご存知の方はいらっしゃいますか。 

歴史民俗

資料館館

長 

2 階に民俗資料、市の指定文化財がございます。硫酸瓶や皿山に関する道具等が保存さ

れています。活用についての話が出たと思いますが、これらの資料を歴史民俗資料館に移

動して、これまで３回ほど展示会を行っています。今後も活用の工夫について考えていき

たいと思っております。 

課長補佐 補足で説明をさせていただきます。7 月 1 日の市報に掲載されたのですが、歴史民俗資
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料館の資料を小野田小学校に運び、展示会を開きました。教育現場においても活用してい

ただくという新たな試みです。他の小学校でも同様に開催したいと考えていますので、御

協力をお願いいたします。 

委員 先ほどの文化財の件ですが、昨年度の会議でも話題にあがりました。資料５の中で展示資

料の保存環境の回復ということで 495 万円という予算が出ていますが、これが昨年度から

出ている文化財の保存環境の改善費用にあたるのですか。それとも資料館の方の環境改善

の費用にあたるのですか。 

民俗資料館館長  こちらの 495 万円は資料館 2 階の老朽化した空調を更新するための費用です。 

委員 そうなると、昨年度からテーマにあがっている「文化財の保存環境の改善費用」というの

は令和 2年度の予算の中には入っていないということですか。 

課長 ハード的な費用というのはあがっていませんが、我々の活動できるところで保存環境の改

善は行っています。例えば青年の家にあった古文書関係は、歴史民俗資料館に移し、きち

んとした管理ができる部屋で保存した方が望ましいということで移設をいたしました。 

他にも保管している場所として、小野田の児童館や市民館の裏の倉庫がありますが、こう

いった保管場所にあるものも、保存状況によって移動させるなどの活動は行っています。 

委員 そういった活動をされながらも、昨年度は保存環境の改善に関するテーマが話し合われま

した。今からでも令和 2 年度の予算に保存環境改善費用を組み込むことはできないのでし

ょうか。 

課長 保存環境を改善するため、所蔵庫の建設については数年前から要望を出しております。た

だし、現在の状況は使われていない施設を活用して民俗資料を保管していくという方向性

も出てきています。それらを検討しながら、今後の民俗資料の保存のあり方について考え

ているという段階です。 

委員長 平成 32年から青年の家の 2階を撤去するという話が、昨年度出ていました。保存されてい

る文化財はどうなるのかという議題が社会教育委員会でも出ました。早く整理するなり、

所蔵するなり、所蔵庫をつくってくださいということを 3 年ぐらい前から申し上げている

わけです。このことを他の委員さんはおっしゃられているのだと思います。ですから、今

後の方針を文化財審議会に諮って、「どれを残すのか。」「残すスペースはどこにするの

か。」等について推し進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

委員長 それでは次の議題にうつります。引き続きの議題をお願いします。 

課員 それでは資料７の社会教育施設の利用状況の説明をさせていただきます。 

それでは、資料７社会教育施設の利用状況について、簡単にご説明をさせていただきま

す。まず最初に申し訳ありません、１か所訂正をお願いしたいのですが、青年の家の 31 年

度総件数 1,018 件について、1,423 件へ訂正をお願いします。申し訳ありません。 

それでは、ご説明させていただきます。利用状況についてはご覧いただいたとおり、概

ね全体的に減少状況にあります。 

 大きな理由といたしまして、みなさんご存じのとおり、新型コロナウイルス感染拡大防

止による令和２年３月４日からの休館があげられます。定例の有料貸館及び各施設におけ

る主催事業、公民館については、公民館クラブ員の活動、各団体の年度末の定例会議等々

約１か月間の活動が休止した状況です。 

 ５月２５日から各施設において利用条件はあるものの、利用再開しており国の段階的な

緩和条件を基準に、本市における各施設の条件を緩和しながら利用者の皆様にご利用をい
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ただいているところです。 

 その他、小野田公民館については、昨年度も引き続き市民館耐震工事を行っている関係

で休館しており利用者はなしとなっております。こちらも、本来は令和２年４月１日から

開館予定でしたが、コロナウイルス感染拡大防止のため他館と同様に休館し、５月２５日

から施設の再開をしているところです。 

 また青年の家については、利用が大幅に増加しております。これは埴生小中学校の建設

に伴い、運動場が使えない状況であるため、部活動の利用が増えたことによるものです。

青年の家グラウンド、テニスコート、体育館ともに部活動で利用しており、大幅に増加し

たこととなっております。 

各施設においては、５月２５日の施設の開館当初は、①利用者を市民のみに限定 ②利

用時間の制限 ③３つの密（密閉、密集、密接）を避けるための対応として、飛沫感染防

止のために調理室の利用禁止、１人当たり２メートルを確保するための各部屋の利用人数

制限、不要不急の活動の自粛、換気、消毒、マスクの着用、利用者の体調確認、利用者名

簿の提出などを徹底していました。 

国の段階的な緩和にならい、本市社会教育施設も徐々に緩和し、市外県外に関わらず利

用者の制限を解除、また利用時間制限の解除、利用人数制限の緩和、調理室の利用再開な

ど、対応を徐々に緩和しています。 

ただし、マスクの着用、名簿の提出、換気、消毒の実施など、新しい生活様式の実践例

にならい、今後も新型コロナウイルス感染防止対策を利用者へ周知し、対応していきたい

と思っています。 

以上簡単ではありますが、資料７の説明を終わります。 

図書館長 図書館から資料８について、ご説明申し上げます。実績についてですが、資料の購入状

況につきましては、ご覧のように購入冊数が６６６８冊ということになっています。その

他、雑誌と新聞、視聴覚教材が含まれます。そして、利用状況についてですが、先ほど説

明がありましたが、3 月 8 日から図書館が臨時閉館をさせていただきました。その臨時閉

館の期間が約 80 日間続きました。来館者への貸出のサービスは 5 月 26 日から始めたとこ

ろです。現状を申しますと来館者は４割減、貸出冊数は 1 割減という状況です。そして蔵

書数及び所蔵点数につきましては、図書が 344,122、視聴覚教材が 9,498 ということにな

っています。以上でございます。 

歴史民俗

資料館 

資料８の歴史民俗資料館の実績をご報告いたします。 

１の収蔵業務について、令和元年度は、新たに 17 件登録しました。 

主に古文書と昭和 10 年代の写真です。古文書につきましては膨大な量になるため、すべ

てを解読するには時間がかかりますが、企画展等で紹介していきます。 

次に、３の展示・講演会について先にご説明します。昨年は、（2）の笠井順八没後 100

年記念企画展「笠井順八のまちづくり」をメインとし、関連事業として（1）（5）を開催

しました。 

最後に２の開館業務の入館者数ですが、過去 3 年間入館者数を増やしてきましたが、昨

年度は、1 月末までは前年とあまり変わりませんでしたが、2 月に入館者数が前年の半分に

減り、3 月は閉館してしまいましたので、3,872 人と前年の約 2 割減となりました。 

資料館では、企画展がない期間にも常設展示を充実させるため、特設コーナーを設け、

年 4 回の展示替えを行いました。また、展示のほか、小学校の出前授業、公民館の歴史講
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座、大学での講演も行いました。 

歴史民俗資料館の実績報告は以上です。 

課員 続きまして、資料９をご覧ください。令和２年５月１日現在の指定文化財の状況につい

てです。国・県・市の指定文化財の順番でご紹介いたします。 

昨年度から文化財指定の件数に変更はございません。 

まず、昨年度の第 2 回会議で現地視察をしていただいた国指定文化財は「周防灘干拓遺

跡高泊開作浜五挺唐樋」と「旧小野田セメント製造株式会社竪窯」の２つ、国登録有形文

化財は「小野田セメント山手倶楽部」です。これらについては、引き続きハード面整備の

予算がつくように、PR をしっかりと行っていこうと考えています。 

続きまして、県指定文化財です。16件で、「長光寺山古墳」や「岩崎寺の木造千手観音

菩薩立像」などがあります。菩薩立像につきましては年 1 回のご開帳の時に見ることがで

きます。今年度は 2 月と聞いております。是非、足をお運びになってください。最後に市

指定文化財です。24件で、「旦の登り窯」や「旧本山炭鉱斜坑口」などがあります。旦の

登り窯の状態がよくなく、今月から緊急的に修復を進める予定となっております。以上で

す。 

委員長 ありがとうございました。文化財の説明まで終わりましたが、ここまでの資料７から資

料９までに関する、ご質問、ご指摘ございましたらお願いします。 

委員長 昨日、人吉の図書館が豪雨により浸かって大変だというニュースが報道されていました

が、図書館は大丈夫ですか。中央図書館は０メートル地帯ですか。 

図書館長 そうです。 

委員長 昭和１７年の周防灘台風による水害の時はどの程度まで浸水しましたか。 

図書館長 あの当時は旧館の小野田図書館が浸水したということは聞いたことがあります。そして、

かなりの量の本が被害を受けたと聞いています。 

委員長 小野田小学校は天井まで浸水したそうです。近くのシルバー人材センター前の石碑には

水害の時の水位が記されています。 

委員長 他にはありますか。 

委員 資料７の公民館の利用状況についてです。利用総数を見ると厚狭公民館が群を抜いて多

いのですが、厚狭公民館は館長と主事さんの２人だけで運営されています。厚狭公民館は

支所や図書館、保健センターとしての機能も持ち合わせた複合型施設なので、入り口にあ

る公民館はさまざまな利用者の方からの問い合わせにいつも奔走されている。また、公民

館利用のホワイトボードが真っ黒になるぐらい、公民館利用者も多い。この状態で職員２

人は厳しいのではないでしょうか。職員の増員を前々からお願いしていますが、なかなか

要望が通らない。現状を把握されて十分な配慮をしていただけないでしょうか。よろしく

お願いします。 

委員長 今、話が出ましたが厚狭公民館長さん、どうですか。 

委員 たしかに問い合わせは多いですが、市民の方には丁寧に対応していきたいと思います。

利用者の方には気持ちよく使っていただけるよう職員は気をつけています。 

委員長 ありがとうございます。事務局の方で対応はありますか。 

課長 増員については課単独では対応できないが、要望はしていきたいと思います。支所とも

相談しながら、できる対応は行っていきたいと思います。 

委員長 ありがとうございました。他にはございますか。 
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委員 ８ページの古式行事についてです。これは他の文化遺産のように形あるものではなく、

無形のもので、地域みんなでつないでいるもの。この保存に対する予算はどうなっている

のでしょうか。 

課長 古式行事はしっかり残していきたいと考えています。大切な無形文化財だと市も考えて

います。予算につきましては社会教育総務費の中に入っています。年間４５万円の補助金

を支出しています。予算自体は保存会の方で管理されています。補助金以外にも保存会の

方たちで寄付を集める活動も行われています。県や団体の補助を活用し、昨年度は２５０

万円の補助をいただきました。その補助金で古式行事の道具を購入させていただきました。

こういった協力は市の方でもさせていただきます。 

委員長 市の方も努力されるということです。竹下内閣の時に各市町村に行った１億円のうちの

２０００万円を使って古式行事の衣装を修理したはずです。あれから大分経っていますね。 

委員 ３０年です。 

委員長 ３０年ですか。かなり経っていますね。その他ありますか。 

 お手元に「ふるさと文化遺産～山陽道～」がありますが、これはどこで購入できるので

しょうか。それから、山陽小野田市の県指定の文化財、市指定の文化財の一覧表はどこか

に展示されていますか。 

課員 「ふるさと文化遺産」につきましては、これまで５件登録させていただいています。文

化財の指定まではいかないが、地域に眠っている宝を掘り起こして、後に語りついでいた

だけるような作品を作って、ご紹介するという登録制度となっています。お手元にある山

陽道を追加した状態で歴史民俗資料館にて販売しています。金額は５００円です。また県

指定の文化財や市指定の文化財の一覧表は会議の資料用につくったもので、特に展示はし

ていません。 

委員長 文化財の一覧表はきれいにまとまっているので、ぜひ展示についても検討していただき

たいと思います。 

委員 これまで各領域についてご説明を聞かせていただきました。予算が少ない中で現状維持

することでさえ難しいと感じていますが、現状維持するばかりではなく、各領域で今年度

はこういったことに取り組んでいきたいというもの、具体的な策を聞かせていただきたい。 

委員長 今、委員からご指摘がありましたが、皆様方から意見はありませんか。 

委員 私はこの度、大阪に行き、様々な場所を案内していただいたのですが、山陽小野田市は

他市と比べて、銅像や石像が少ない気がします。他市においては駅前に市を象徴するよう

な像が置いてあるところは多いと思います。調べてみますと山陽小野田市には２つの像と

１つの大きな碑があるようです。俳句や短歌の碑はたくさんありますが、こういったもの

ではなく、その市を象徴するような目立つものがあってもいいのではないかと思います。 

委員長 厚狭駅前には寝太郎像がありますね。今、郷土愛を育てるために小学校３年生では郷土

学習をしていますが、中学校や高校でも取り組めないでしょうか。市内の高校でもコミス

クが始まると聞いていますが、こういったものも活用していっていただきたい。郷土愛を

育む中で最終的には、この街に住んでよかったと思われるような取組が行われていく必要

があると思います。そのためにも地域に新しい産業が興らなければ、人は増えません。厚

狭高のコミスクでできることはありませんか。新しい産業を興すような取組をしていかな

いと地域の活性化を行うことはできないのではないでしょうか。理想ですが、何かできる

ことはないでしょうか。先日、美祢の美東サービスエリアに行って、わさびの醤油漬けを
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探していたのですが、無いので聞いてみると「鹿に食べられてわさびが採れなかった。」

との話を受けました。岩国のわさびは一旦、衰退したようですが今は温室をつくり、個人

ではなく団体でわさびの醤油漬けをつくり、商品化しているようです。萩の方では、大島

の漁業組合と若い起業家が手を組んで、水産物を直接販売する会社を興したようです。こ

れまで例示したように社会教育のゴールは地域の活性化にあると感じています。 

 今、委員長さんがお話しされたことに関連して、地域の掘り起こしを行い、地域にどん

なものがあるのかを把握した上で産業を興す方法が必要だと思います。地域に今あるもの

を全国発信していく。過去、広島に住んでいたのですが、広島は発信の仕方が上手だなと

感じています。ここ数年は他県から若い人が入ってきて、地域にあるものを発信し、その

地域を盛り上げている様子が見られます。 

委員長 ありがとうございます。議題は以上です。それでは事務局からお願いします。 

事務局からの連絡 

・県社会教育委員連絡協議会総会及び研修会（県庁）→総会は書面開催、研修は中止。 

・県社会教育委員連絡協議会地区別研修会（西部地区）（防府市） 

・中国・四国地区社会教育研究大会（松山市）１１月５日（木）～６日（金）→来年度に延期。 

・今後の会議について  

第２回会議は埴生複合施設視察、地域学校共同活動についての現状や課題について検討する。  

 

閉会挨拶 社会教育課長 

 

 


